
  

 

 

 

 

山梨医療安全研究会会則 
平成１９年２月３日 改正 
平成１８年２月４日 施行 

改正箇所は、当該行の左端に縦線で表示。 



山梨医療安全研究会会則 

（名 称） 

第１条 本会は、山梨医療安全研究会（以下「研究会」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 研究会は、会員相互の緊密な交流及び情報交換を通して会員の資質の向上を図るとともに

山梨県の医療安全を推進することを目的とする。 

（活動事項） 

第３条 研究会は、前条の目的を達成するために、次に揚げる活動を行う。 

 1) 医療安全・医療事故に関する情報の収集及び提供 

 2) 会員に対する地域内ネットワーク促進のための検討及び調整 

 3) 会員の資質向上に関する事項 

 4) 医療安全を目指した研究 

 5) 医療事故に関係した医療従事者の支援 

 6) その他、前条の目的を達成するために必要と認める事項 

（会員及び入・退会） 

第４条 会員は、正会員・準会員・賛助会員の３種類とする。 

 1. 正会員とは、医療機関等で医療安全の任を担う医療職者とし、第 2 条の目的に賛同する者

を原則とする。 

 2. 準会員とは、この会の目的に賛同し、正会員の推薦を受けた者とする。 

 3. 賛助会員とは、この会の目的に賛同する個人、または団体で正会員の推薦を受けた者とす

る。 

 4. 入会を希望する者は、会長に入会申込書を提出するものとする。 

 5. 退会を希望する者は、会長に退会届を提出するものとする。 

 6. 会長は、入会または退会の届出があった者を役員会に報告し承認を受けるものとする。 

 7. 会員は、所属などに変更があった時は、事務局に届け出るものとする。 

（役 員） 

第 5 条 研究会に次の役員を置く。 

 1） 会 長  1 名 

 2） 副会長  ２名 

 3） 役 員  若干名 

 4） 会 計  1 名 

 5） 監 事  １名 

（役員の選任） 

第 6 条 役員は、総会において会員の互選により選出する。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、研究会を代表し、会務を統括する。 

 2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。また、第 10 条 8 項

に規定する部会の長を兼務する。 



 3. 役員は、研究会の会務を分担し、円滑な運営を図る。 

 4. 会計は、会計業務を行う。 

 5. 監事は、研究会の会計及び会務の執行状況について監査し、会議において報告する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 3. 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わ

なければならない。 

（オブザーバー） 

第９条 研究会にオブザーバーを置くことができる。 

 2. オブザーバーは、研究会の会議に出席して運営に必要な情報提供及び意見を述べることが

できる。 

（会 議） 

第 10 条 研究会の会議は、総会、役員会、部会とする。 

 2. 総会は正会員をもって構成し、定期総会と臨時総会とする。 

 3. 定期総会は毎年１回、臨時総会は必要に応じて開催するものとし、次の事項を決定する。 

  (１) 事業計画及び予算に関すること 

  (２) 事業報告及び決算に関すること 

  (３) 役員の選出に関すること 

  (４) 会則及び規定の改廃に関すること 

  (５) その他研究会の運営に関する重要事項 

 4. 役員会は、必要に応じて開催し、総会に付議すべき事項、総会において委託された事項、

その他会長が必要と認めた事項について審議する。 

 5. 総会及び役員会は、会長が召集し会議の議長となる。 

 6. 総会は、正会員の過半数（委任状を含む）をもって成立する。 

 7. 会議の議事は出席者の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは議長がこれを決

する。 

 8. 部会は、情報・ネットワーク部会、研修・研究部会からなり、第２条に規定する目的、及

び第３条に規定する活動事項の趣旨に沿って活動内容を定め、検討および調整等を行う。 

 9. 部会は、部会長が召集し会議の議長となる。 

（経 費） 

第 11 条 研究会の運営に関する費用は、入会金、年会費及びその他の収入をもって充てる。 

（入会金） 

第 12 条 前条に規定する入会金の額は、2,000 円とする。 

 2. 既納の入会金は、返還しないものとする。 

（会 費） 

第 13 条 第 11 条に規定する会費は、正会員・準会員については年額 3,000 円、賛助会員について

は年額 50,000 円とする。 

 2. 会費は、毎年４月に当該年度分を一括納入するものとする。 



 3. 年度途中で退会するものにあっては、既納会費は返還しない。 

（活動年度） 

第 14 条 研究会の活動年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

（事務局） 

第 15 条 研究会の事務局は、会長の所属する施設に置く。 

（会則の変更） 

第 16 条 本会の会則を変更する場合は、役員会の議を経て総会の承認を必要とする。 

（その他） 

第 17 条 この会則に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、役員会において協議し会長が

これを定める。 

附則  この会則は、平成 18 年２月４日から施行する。 

附則  この会則は、平成 19 年２月３日から施行する。 


